
 

 

アプリ開発のための庁内体制構築業務に係る企画提案の募集について 

 

 

次のとおりアプリ開発のための庁内体制構築業務に係る企画提案を募集します。 

 

令和５年７月２４日 

 

山梨県知事  長 崎  幸 太 郎 

 

１ 企画提案の概要 

（１）名称 

アプリ開発のための庁内体制構築業務 

（２）委託内容 

アプリ開発のための庁内体制構築業務企画提案実施要領（以下「実施要領」という。）で定め

る内容等であること。 

（３）委託期間 

契約日から令和６年３月２９日まで 

（４）予算上限額 

６３，５０４，１００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ただし、上記の金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模を示すため

のものであることに留意すること。 

 

２ 企画提案の参加資格 

次に掲げる要件の全てを満たす者であること。ただし、この公告の日から審査結果の通知日までの

間に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けてい

る日が含まれている者は、参加資格のない者とみなす。 

 

（１）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札に参加させないこととされ

た者であって、同項の規定により定められた期間を経過していない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団員であ

る者（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号に該当する者を除く。 

エ 営業に関し、許可、認可等が必要とされる場合において、これらを受けていない者 

オ 資格審査の申請を行う日の属する月の初日において、引き続き２年以上営業を営んでいない

者 

カ この公告の日から入札の日までの間に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止

等措置要領」（平成１０年４月１日）に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれてい

る者 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申し立て、又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申し立てがされている者（更正手続

き開始又は再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（３）令和５年度における物品等の特定調達契約に係る一般競争入札に参加することができる者に必

要な資格等（令和５年山梨県告示第９３号）の一に定める競争入札に参加することができる者で



 

 

あること。 

（４）令和２年度以降に、国、地方公共団体（都道府県・政令指定都市）のいずれかと、同種もしく

は類似したガイドライン作成等業務または研修業務を受託した実績を有する者であること。 

 

３ 実施要領等 

（１）企画提案実施要領等の交付期間 

公告日から令和５年８月１０日（木）まで 

ただし、上記期間の「山梨県の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第６号）」に定める県の

休日（以下「県の休日」という。）を除く毎日、午前９時から午後５時までとする。 

（２）交付場所 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁北別館４階 

山梨県総務部情報政策課 

電話番号（直通）：（０５５）２２３－１４１６ 

（３）事前連絡 

企画提案実施要領等の交付を希望する者は、事前に（２）の場所へ連絡すること。 

なお、交付場所での交付を受けることが困難な場合は、電子メールでの交付を行うため、別途申

し出ること。 

（４）企画提案実施要領の取り扱い 

企画提案実施要領等は本企画提案のみに使用し、その他の事項には使用しないこと。 

なお、企画提案実施要領等の返却は不要とする。 

 

４ 企画提案参加資格確認申請書の提出方法 

（１）申請書は、令和５年７月２５日（火）から令和５年８月１８日（金）までの期間の県の休日を

除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間に、以下の場所に提出する

こと。なお、申請書の提出にあたっては、事前に電話連絡すること。 

 

提出場所 

〒４００－８５０１ 

山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁北別館４階 

山梨県総務部情報政策課 企画電子自治体担当 

電話番号（直通） （０５５）２２３－１４１６ 

ＦＡＸ番号    （０５５）２２３－１４２１ 

 

（２）申請書の提出は、持参又は郵送によるものとする。なお、郵送の場合は期限までに必着とする

こと。 

 

５ 企画提案書の提出方法 

令和５年７月２５日（火）から令和５年９月４日（月）までに４（１）の場所に持参又は郵送する

こと。 

ただし、上記期間の県の休日を除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までと

する。 

 

６ 審査方法 

審査は、企画提案書について、「アプリ開発のための庁内体制構築業務に係る企画提案審査会」に

おいて、実施要領別紙「アプリ開発のための庁内体制構築業務企画提案審査基準」によって行う。審

査の結果、評価が最も高い提案者を優先交渉者として選定する。 



 

 

 

７ 企画提案の無効 

次のいずれかに該当する者の企画提案は無効とする。 

（１）企画提案に参加する資格のない者 

（２）申請書、企画提案書、その他本企画提案に関連して提出された書類に虚偽の記載をした者 

（３）２件以上の企画提案をした者 

 

８ その他 

（１）企画提案及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）契約保証金 

契約を締結しようとする者は、実施要領等で定める契約保証金を納めなければならない。ただ

し、規則第１０９条の２の規定に該当する者は、これを免除する。 

（３）契約書作成の要否 

要  

（４）その他 

詳細は、実施要領等による。 

 

９ Summary 

（１）Nature of the services to be procured 

Establishment of a framework for application development within the prefectural office 

（２）Time limit for submission of proposal 

5:00PM on September 4, 2023 

（３）Bureau in charge 

Information Policy Division, General Affairs Department, Yamanashi Prefectural 

Government 1-6-1 Marunouchi Kofu Yamanashi 400-8501 Japan  TEL 055-223-1416 


